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平成 30 年 8 月 9 日 
各 位 

会 社 名  ホ ソ カ ワ ミ ク ロ ン 株 式 会 社 

代 表 者 名  代表取締役会長 兼 社長 
代表執行役員 細川 悦男 

本 店 所 在 地  大 阪 府 枚 方 市 招 提 田 近 1 - 9 
（コード番号  6277） 

問 合 せ 先  取締役常務執行役員 総務経理統括 
井上 鉄也 

  TEL. 072-855-2225 
 
 

株主優待制度の導入に関するお知らせ 
 

 
  当社は、平成 30 年 8 月 9 日開催の取締役会において、株主優待制度を導入することを決議いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
1. 株主優待制度導入の目的 

株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より

多くの方々に中長期にわたり継続して当社株式を保有していただくことを目的として、新た

に株主優待制度を導入いたします。 

2. 株主優待制度の概要 
 (1) 対象となる株主様 

毎年 9 月 30 日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 1 単元（100 株）以上を保

有されている株主様を対象とします。 
 
 (2) 株主優待の内容 

以下の通り、保有株式数、保有期間の区分に応じて、当社グループ会社（ホソカワミクロン

化粧品㈱）の製品（化粧品、シャンプー、コンディショナー等）を贈呈いたします。 

保有株式数 
継続保有期間及び優待内容 

3 年未満 3 年以上※ 
100 株以上 500 株未満 5,000 円相当 7,000 円相当 
500 株以上 10,000 円相当 15,000 円相当 

※「継続保有期間 3 年以上」とは、毎年 3 月末及び 9 月末現在の株主名簿に、同一株主番号で、基

準日を含めて 7 回以上連続して記載または記録された株主様といたします。 
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 (3) 贈呈時期 
毎年 1 月中旬頃の発送を予定しております。 

 
3. 株主優待制度の開始時期 

平成 30 年 9 月 30 日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 1 単元（100 株）以上保

有の株主様を対象として、同日時点の保有株式数及び保有期間に応じて本制度の運用を開始い

たします。 
なお、保有期間につきましては、平成 27 年 9 月 30 日にまで遡り算出いたします。 

 
以 上 


